
(1) 収入面の不備　－　家族制度を前提とした年金制度の崩壊

一人暮らしや夫婦だけの高齢者世

帯で、年金・年収が少なく、下流化

が増大している

核家族化(家族の少人数化)が進

み、家族機能が崩壊してきている。

従来の日本社会は、家族が互いに助

け合う (無償で福祉を提供する)こと

で豊かな暮らしを営んできた。

そもそも年金制度は、老後に家族

扶助を受けられることを前提に、創

設されている。生活費を補完する収

入という位置づけである。

総括： 現在の社会システム

が下流老人を生み出しており、

その社会福祉制度は下流老

人の救済にあまり寄与できて

いない

論点： 現制度が下流老人を

どのように支援し、どれだけ

寄与し、どんな不備がある

か？

本章では、日本の各種社会

保障や社会システムを、下

流老人の問題から検証する。

それらの制度やシステムが、下流

老人をどのように支援している

か？

それらの制度やシステムが、下流

老人問題に対してどのような不備

があるか？

この検証を批判的に行いたい。

端的に言って、現在の社会システ

ムが、下流老人を生み出し、社会

の隅に追いやっている。

下流老人の発見や支援、生活改

善にどれだけ寄与できているか。

その実績は疑問である。

現在は「経済優先・弱者切り捨て」

の原則に基づいた社会システムで

ある。

この原則の社会システム下では、

下流老人の問題に特効薬はない。

(簡単には改善できない)

このシステムでは、仮に経済成長

を遂げても、下流老人の問題は一

向になくならないだろう。

以下に8つの視点から検証する。

家族機能の低下が、年金制度の

前提を崩してしまい、下流老人の

問題を加速させた。

家族が互いに助け合うことで豊かな暮

らしを営んできた。(これが今までの日

本社会)

家族はさまざまな面で家族員に無償で

福祉を提供してきた。

家事、保育、扶養、介護、介助、しつけ

や生活習慣の訓練、金銭や精神面で

の相互扶助、など

その家族機能が崩壊してきている。

家族員が減れば減るほど、家族機

能が(当然)弱くなる。

すでに、高齢者の独り暮らしや、高

齢者夫婦だけの二人暮らしは珍し

くない。

以前は、これくらいの年収でも、そ

れを補う子や孫がいることで、不自

由なく生活できた。

だから、あくまでも生活費を補完す

る収入という位置づけである。
少子化問題や、若者を取り巻く環

境（雇用状況など)に起因する。

この年金制度の立て直しや、役割

の見直しを図る(最優先で議論す

る)べきである。
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下流老人の発見や支援、生活改

善にどれだけ寄与できているか？

考察： 根本問題： 現在は

「経済優先・弱者切り捨て」の

原則に基づいた社会システム

／政策であり、その下では下

流老人の問題を簡単には改

善できない

一人暮らし高齢者の約半数が年収

150万円未満、高齢者夫婦だけの

世帯の1/7が年収200万円未満。

しかし、いまは、子や孫が高

一人暮らしや夫婦だけの高齢者世

帯で、年金が少なく、年収が少ない

世帯が多く、下流化している。

これだけの年収では、下流老人にな

らざるをえない。

社会の

変化

いまは、子や孫自身の状況が

厳しく、高齢者を支えられない。

論理的な関係(原因→結果など)

解決策



下流老人は病気になっても、経

済的困窮から未治療。治療中断

していることが多い

給与が下がり、物価が上がり、

消費税が増税されてきている

給与所得者の一人当たり給与は、下

がってきている。(1997年 467万円

→2013年414万円)

物価が上がり続けており、実質賃金

は前年比でマイナスである。

逆進性が高い消費税が増税される

方向である。

現役世代、若者世代で、十分な貯

蓄を作れないで高齢期を迎える人

たちが多くなるだろう。

全国で、孤立死する高齢者が後を

絶たない。

その現場を見て感じる

のは、「本当にこのよ

うな最後を望んでいた

のか？」という疑問。

彼らは「医療難民」と言える。

下流老人は、病気になっても重篤化す

るまで、あるいは命が脅かされるほどで

も、病院の窓口にやってこない。

孤立死は人間のある

べき死に様ではない。

穏やかな死とは程遠

い。

孤立死する高齢者は、通常な

んらかの生活習慣病(心筋梗塞

や脳梗塞に発展しかねないも

の)を持っている。

(生活習慣病など)病気になっても、経

済的困窮から未治療だったり、自分で

治療を中断してしまうことがある。

だから下流老人の孤立死は、「病死」あるいは

「放置死」というべきものである。

民間では、「無料低額診療施設」があ

る。(届け出制の病院)

低所得の患者が受診すると、無料ま

たは低額で診察してもらえる。

(その診察数に応じて病院に税制上の

優遇措置がある(社会福祉法の制度)

このような病院があることを、多くの人

は知らない。(政府も積極的に情報提

供していない)

速めに医療に結び付けないと、重篤

化してからの医療費が高くなり、社会

保障費のコストも増大する。

いくつかの自治体では、健康保険

料を支払えない市民から、健康保

険証を取り上げたりしている。

この行政のやり方は愚かだ。この

ような人々は、生活保護を受ける

対象として重篤化して帰ってくる。

医療費が支払えないのは、何らか

の支援を必要としているのだから、

各相談窓口や社会保障などに誘

導すべきだ。

この点の広い認識と、方向転換が

必要である

(2) 貯蓄・資産面の不備 ー 下がる給与と上がる物価

現役・若者世代で、貯蓄が作

れず、(将来の) 下流老人が

増える

不安定な雇用形態を増え、労働環境

が悪化している

企業側の都合で、不安定な雇用形

態を増え、労働環境が悪くなってい

る

企業側の都合で、不安定な雇用

形態を増し、労働条件(賃金など)

を悪くしていて、(将来の)下流老

人が増加する。

(3) 医療の不備 － ”医療難民”が招く孤立死

しかし、経済的困窮から未治

療だったり、自分で治療を中断

してしまうことがある。

このような病院があるこ

とを積極的に広報すべ

きだ

孤立死する高齢者が後を絶たないが、病死・放置

死というべきもの、

民間では、「無料低額診療施設」

があり、医療を提供しているが、

あまり知られていない

本来、医療を広く提供するべきであ

り、初期治療が(社会としても)医療

コストを抑えることになる。

自治体が健康保険料を支払え

ない市民から健康保険証を取り

上げるのは、愚かだ。コスト的

にも逆効果。
医療費を抑えるには、初期治療が

欠かせない。



行政の「申請主義」を見直し、行政、

警察、介護・福祉関係者らで協力し

て解決することが必要

高齢者を見守る地域ネットワークを

強化することが大事。

下流老人を救うには、孤立し

ない状況を作ることが必要で

ある。

高齢者が住まいを失うことが、下

流化につながる。日本の住宅環

境が整備されていないからだ。

福祉を補完し、より広く支援するため

に、介護保険制度がある。

貧困に陥ってしまった人

たちを救済する手立ては

あるのか？

-- 現状の福祉制度は非

常に弱く、どんな救済方

法で支援がなされるかは、

「運次第だ」

福祉を補完し、より広く支援するために、

介護保険制度がある。

住まいを失った下流老人の頼みの綱と

もいえる(特別)養護老人ホームも、介

護保険によって支援されている施設で

ある。

介護保険サービスが、各家庭の経済状況を

加味したうえで設計されていない。

介護サービスのケアマネジャー（介護支

援専門員)が、介護の枠組みの中だけで、

ケアプランを立てている。

貧困のためにサービス利用料を支払え

ない高齢者がいても、収入をあげるため

の社会保障や生活保護の活用を検討す

ることが少ない。

高齢者の介護と貧困問題が切り離せなく

なっているから、介護のケアマネジャーが

生活保護や社会保障にもつなぐようにする

べきだ。

下流老人が住まいを失うのは、日

本の住宅環境が整備されていない

からだ。

高齢者が住宅を失わない

ためにはどうすべきか？を

まず議論するべきだ。 最も抵抗なく行える手段は、公営住宅

への入居。(市価の1/2～1/3)

公営住宅をもっと建設するべき。

多くの人が民間賃貸住宅で家賃負

担が重く、苦しい生活を送らねばな

らない。

この家賃負担のために、貯蓄が底を

ついて、住まいを失う場合がある。

家賃を3ヶ月滞納して、アパートを追

われてしまうことも。
「そうなる前に、家賃の低い

地方に引っ越せばよい」とい

うのは、多くの高齢者には非

現実的な話。

「年金のほとんどが家賃に消える」と

いう声は多い。

家賃負担が下がれば、低年金で

あっても暮らしていける高齢者は

多い。

生活保護世帯の多くを占める低年

金層も、家賃負担が下がれば、一

気に生活保護から脱却できる。

下流老人を救うには、孤立しな

い状況を作ることが必要であ

る。

認知症高齢者は金銭管理すらでき

ないから、詐欺被害に遭いやすい。

制度や政策として、下流老人を発見す

る機能が必要である。
行政の「申請主義」の体制(スタンス)

を見直さねばならない。

社会福祉協議会が民生委員らと共に、

家庭訪問を行っている例がある。

振り込め詐欺による被害防止や、下流

老人の孤立化防止に役立つ。

高齢者を見守る地域ネットワークを強

化することが大事。

行政、警察、介護・福祉関係者らが

協議して、解決していくべき横断的課

題である。

(4) 介護保険の不備 － 下流老人を救えない福祉制度、ケアマネジャー

しかし、その数がまったく足りない。

(特別)養護老人ホームなどをもっと

増やすべきだ。

介護保険サービスが各家庭の経済状況

を考慮した設計・運用になっていない。

(5) 住宅の不備 － 住まいを失う高齢者

民間賃貸住宅の家賃負担が重く、

多くの人の生活を圧迫している。

年金のほとんどが家賃に消える。

＋

家賃負担を下げることが、大きな

鍵になる

(6) 関係性・つながり構築の不備 － 助けの手が届かない



高齢者が安全に働ける就労

支援が必要

原則は、高齢者が働かなくても生活ができる

ようにすること

老後も働き続けなければ、

生活費を得ることが難しい

のが実態。

前向きに評価できる面

もある。(労働が尊い、

社会とのつながり、など)

高齢者(65歳以上)の就業

率が20%、総就業者の10%

生活保護制度の「使いづら

さ」を改良する必要がある。

国はいま、生活保護基準を年々引

き下げようとしている。

生活保護基準が年々引き下げられて

いる。

自民党のマニフェストに、削減目標が掲

げられた(政権交代前と比較して約10％

削減)。

下流老人に対しては、その対象人数を

減らそうという動きがある。

「生活保護基準を引き下げるな」と

いう民事訴訟が各地で起こってい

る。

生活保護基準を引き下げない、

ことが基本。

老後も働き続けなければ、生

活費を得ることが難しい高齢

者の実態がある。

総務省の統計で、高齢者

(65歳以上)の就業率は、

日本が20.1%

高齢者の就業者数は

（2014年) 年々増えて

681万人、総就業者の

10.1%が高齢者。

日本が、「老後も働かな

ければ暮らせない社会シ

ステム」になって来ている。

労働が尊い、また社会と

のつながりを維持するとい

う点で前向きに評価できる。

死ぬまで働かなければ暮らしていけない社

会は、幸福とはいえないだろう。

老後の就労は、シル

バー人材センターなども

ある。

生活費が足りない高齢者が安

全に働けるような就労支援が必

要である。

しかし、若者でさえ就労環境が

壊れている中で、高齢者の就

労環境を整備するのは容易で

ない。

原則は、高齢者が働かなくても生活ができる

給付制度を整備すること。

8つの視点からの制度批判のま

とめ

下流老人に陥るのは、個人の能力

不足や怠惰のせいなどではない。

正すべきは、過度に経済優先の社

会システムである。

ひいては、人間疎外に慣らされた

私たちの意識と感情である。

(7) 生活保護の不備 － 国によって操作される貧困の定義

生活保護制度の「使いづらさ」を

改良する必要がある。

生活保護基準を、「健康で文化

的な最低限の生活」よりも下げ

るべきでない

(8) 労働・就労支援の不備 - 死ぬ直前まで働かないと暮らせない!?

シルバー人材センターなども、

十分な賃金が保証されては

いない。



無料低額宿泊所に代わる

新しい社会資源の創造が求められる。

4つの素案：

このような悪徳の宿泊所の利用

者が増えつつある。

「無料低額宿泊所」の実態が問題。高齢者を搾取する、「貧困ビジネス」

の存在が明らかにされている。

(コラム3) 下流老人の生き血

を吸う「貧困ビジネス」

「貧困層をターゲットにしていて、かつ

貧困からの脱却に資することなく、貧

困を固定化するビジネス」

貧困から抜け出す支援をせず、生か

さず殺さず搾取し続ける事業者。

公的機関が介入しない／できない分

野に大きな市場を形成する。

一時しのぎの場として需要があり、利

用者も多いが、一旦組み込まれると

貧困から脱却できない。

社会福祉法に規定されている、第2

種社会福祉事業の第8号にあたる

「無料低額宿泊所]＝

「生活困窮者のために、無料または

低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、

または宿泊所その他の施設を利用さ

せる事業」

この宿泊所は、届け出をするだけで、

だれでも比較的簡単に開所できる。

いろいろな参入者がある。

手口： 病院から退院しても帰る場所が

ない人やホームレスに、「力になります

よ」と声を掛ける。

生活保護申請を行い、その生活保護

費の大半を「利用料」として徴収する。

高額な施設利用料、劣悪な居住環境、

粗末な食事、転居支援・自立支援の

少なさ、など、苦情多数。

ところが、宿泊所はなくならないば

かりか、むしろ利用者が増えつつ

ある。

住居を求める人々(需要)に対して、

受け入れる社会資源(供給)が少な

いため。

不動産業界と連携して、アパートでの

「居宅保護」を推進すること。

一時通過型シェルターの設置。(宿泊

所のシェルター機能化)

対象を選別しない小規模グループ

ホームの設置。

公営住宅の活用。


